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高齢者介護施設で働く人の労災防止へ 

「雇入れ時の安全衛生教育」マニュアルを公表 
～ 新規採用労働者向けの教材も作成・配布 ～ 

 

中央労働災害防止協会（会長： 原 定征（日本経済団体連合会会長））は、労働

災害が増加している社会福祉施設、特に、高齢者介護施設向けに、新規採用した労

働者を対象に行う「雇入れ時の安全衛生教育」の内容・方法を盛り込んだマニュア

ルを作成しました。また、新規採用労働者（受講者）向けの教材（パンフレット：

別添１）も添付し、併せて提供します。 

 

このマニュアルは、新規採用労働者に対して実施が義務づけられている「雇入れ

時の安全衛生教育」が十分に行われていない高齢者介護施設の実態（別添２）に基

づき、労働災害の特徴などを踏まえて作成しました。 

本年１月から厚生労働省と共に主唱する社会福祉施設等を対象にした「働く人に

安全で安心な店舗・施設づくり推進運動」（別添３）の一環として、全国の高齢者介

護施設における労災防止、安全衛生水準の向上を目指し、広く活用を促していきま

す。 

このため、都道府県労働局・労働基準監督署、都道府県・市町村、社会福祉関係

団体などに配布するほか、当協会および厚生労働省のホームページに開設している

「働く人に安全で安心な店舗・施設づくり推進運動」特設サイト等に掲載し、ダウ

ンロードして自由に使えるようにします。 

なお、３月９日（木）に東京で開催するセミナー（無料）（別添４）において、本

マニュアルの詳細についての説明を予定しています。 

※取材のご要望等は末尾の照会先へご一報ください。 

 

マニュアルの特徴・構成は、以下のとおりです。 

「高齢者介護施設における雇入れ時の安全衛生教育マニュアル」の特徴 

・ 施設において安全衛生教育を行う際に対象となる新規採用者に配布する教材「高齢者

介護施設における雇入れ時の安全衛生教育用パンフレット」を添付。 

・ 施設において、雇入れ時の安全衛生教育の講師となる方に身につけていただきたい内

容として、腰痛、転倒、メンタルヘルス、交代勤務などの対策について具体的に解説。 

・ 腰痛になったり、転倒したりしないようにするための介助方法について、イラストを用い

て、「よい例（推奨）」、「悪い例（推奨しない）」を紹介するなど、分かりやすさを重視。 

・ 労働災害防止につながる基本的対策として、「危険のみえる化」「４Ｓ活動」などを紹介。 



「高齢者介護施設における雇入れ時の安全衛生教育マニュアル」の構成 

   １ 経験の浅い介護労働者の労働災害の増加 

２ 介護労働者の安全が利用者の安全に 

３ 雇入れ時の安全衛生教育の具体的内容 

４ 労働災害防止の基本的な対策 

５ 高齢者介護施設における雇入れ時の安全衛生教育 

用パンフレット 

６ 雇入れ時の安全衛生教育を行うに当たっての参考 

資料 

７ 調査研究の概要 

８ 参考文献 

 

 

 

（別添１） 「高齢者介護施設における雇入れ時の安全衛生教育用パンフレット」 

（別添２） 「社会福祉施設における安全衛生対策に関する実態調査結果報告書（概要）」（平成28

年 3月：中央労働災害防止協会） 

（別添３） 「働く人に安全で安心な店舗・施設づくり推進運動」のリーフレット 

（別添４） 平成28年度労働安全衛生研究セミナー 高齢者介護施設における雇入れ時の安全衛

生教育マニュアルについてのセミナー案内 

 

・「働く人に安全で安心な店舗・施設づくり推進運動」の特設サイト 

  ：http://anzeninfo.mhlw.go.jp/information/sanjisangyo.html 

：http://www.jisha.or.jp/campaign/tenpo_shisetsu/index.html 

・当協会ホームページ 

：http://www.jisha.or.jp/research/report/index.html 

 

 
※この資料は、厚生労働記者会、厚生労働省労政記者クラブ、厚生日比谷クラブに配布しています。 

 

※中央労働災害防止協会（中災防）は、昭和 39年に労働災害防止団体法に基づき設立された団体で、事業主

の自主的な労働災害防止活動を支援するため、企業の人材の育成、安全衛生の専門技術の提供および最新の

安全衛生情報の提供など、安全衛生に関する総合的な事業を手がけています。 

  会 長： 原 定征（さかきばら・さだゆき：日本経済団体連合会会長） 

理事長：八牧 暢行 (やまき・のぶゆき) 
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社会福祉施設における安全衛生対策に関する実態調査結果報告書（概要） 

中央労働災害防止協会調査研究（平成 28年 3月） 

 

１ 調査研究の目的 

中央労働災害防止協会においては、労働災害が年々増加傾向を示している社会福祉施設

（①高齢者介護施設、②障害者（児）施設、③保育所、④訪問介護・看護サービスの 4 つの業

態）の安全衛生管理体制、安全衛生教育の実施、具体的な安全衛生活動などについてアンケ

ート等によって実態を調査し、労働災害の減少および快適な職場環境づくりにつながる方策を

検討するための基礎データの収集を行った。 

 

２ 調査研究の手法 

アンケートは、（株）帝国データバンク所有の企業データベースから抽出した従業員が 10 人

以上の老人福祉事業、知的・身体障害者福祉事業、保育所さらには東京都や政令指定都市等

において情報が公開されている社会福祉施設から抜粋した計 9,330 事業場に対し郵送による

発送、回収を行い 3,337事業場から回答を得た（平成 27年 11月、回収率 35.8%）。 

 

３ 調査結果 

（１）労働災害の発生状況 

     アンケート回答事業場における、休業 1日以上の被災者数の 1事業場平均は、平成 25年

度は 0.25人、26年度は 0.33人であった。 

     事故の型別では、「転倒」「腰痛」が多かった。障害者（児）施設では「暴力によるケガ」、訪

問介護・看護サービスでは「交通事故」が他の業態に比べて多かった。 

     今回の調査では労働災害が発生していないと回答した事業場も多く見られたが、各々の職

場において労働災害の危険要因が増加している可能性があることから、潜在的な危険要因

に対して取り組む必要があると思われる。  

（２）安全衛生担当者の選任 

衛生管理者の選任義務のある職員数 50 人以上の事業場での衛生管理者の選任率は、

高齢者（施設）は 95.6%、障害者（児）施設は 84.0%であった。また、同じく職員数 50 人以上に

選任義務のある産業医の選任については、高齢者（施設）が 93.7%、障害者（児）施設が

76.6%であった。 

今後一層の選任を図る必要があり、さらに、選任することが目的ではなく、各々の職務を

的確に実行することが重要であることから、より活動しやすい環境の整備や権限の委譲、各

担当者に対する必要な教育の実施等を行うことが望まれる。  

（３）安全衛生教育の実施 

労働安全衛生法で義務付けられている雇入れ時の安全衛生教育を実施している事業場

は、全体では約半数の 51.8%であった（図 1）。まずは職場での介護や施設設備などの中に存

在する危険や有害な要因の感受性の向上を図り、負担が少ない介護方法などの教育を行っ

ていく必要がある。  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 雇入れ時の安全衛生教育の実施 

 

（４）労働災害防止活動の実施 

対策を実施している事業場の割合は、全体では「腰痛予防対策」は 55.8%、「転倒災害、墜

落・転落災害防止対策」は 61.5%、「メンタルヘルス対策」は 60.5%であった。また、交通事故の

防止に関する取組みの実施率は、個々の実施内容によって差はあるが、多くの事業場で取

り組まれていた。 

また、対策を実施していない事業場では、理由として「災害が発生していない」「対策を行う

までの必要性を感じていない」を上位に挙げていたが、事業場によって危険要因の高低はあ

るにしても、危険要因ゼロというところはないと考える。危険要因を見つけ、その要因をなくし

ていく、つまり予防するという視点で労働災害防止活動に取り組んでいくことが望まれる。 

 

（５）今後安全衛生活動を進める上で充実させたい事項 

全体で見ると、「職員に対する安全衛生教育・研修」が 77.9%で最も高く、以下「経営者の安

全衛生意識の向上」33.4%、「職員の安全衛生を担当するスタッフの養成」32.4%、「マニュア

ル・規程類の作成又は見直し」28.3%、「施設・利用者宅の設備の改善やレイアウトの変更等

の推進」20.8%、「福祉機器や用具・保育遊具の導入又は撤去」20.7%であった（図 2）。 

安全衛生活動の実施あるいはその充実化を進めることは、仕事の質を高め、職員の確保

や定着化にもつながるものであるが、事業場単独で進めるには限界もあることから、外部の

相談機関や行政からの支援も期待したい。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 今後安全衛生活動を進める上で充実させたい事項（MA：複数回答） 














